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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　簡易敷設型デッキ構造体に適用される框材であって、
　直角三角形を基本形状とする断面形状を呈し、
　傾斜部と、底部と、当該底部とは異なる幅寸法に設定された側部とによって構成され、
　内部に中空部が形成され、
　前記底部、及び、前記側部には、長手方向に延在する蟻溝がそれぞれ形成され、
　前記中空部には、隣接配置される框材同士を連結するためのジョイントを挿入し、保持
するための嵌合部が形成され
　前記框材同士の連結に、前記ジョイントとして、断面形状が略正方形となるジョイント
が用いられる場合に、前記嵌合部が、当該ジョイントの胴部の三つ以上の角、或いは、三
つ以上の側面をしっかりと保持できるような構造、又は、保持されるジョイントの胴部の
角と側面の合計が三つ以上となる構造になっていることを特徴とする框材。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ベースプレートの上に所望の形状のデッキ材を固定してなるものを、設置対
象面上において縦横に連結することによって簡単に構築することができる簡易敷設型デッ
キ構造体と組み合わせて使用される框材に関し、特に、設置対象面とデッキ材天端面との
段差を緩和し、外観を改善することができる簡易敷設型デッキ構造体用框材に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　従来より、周縁部に連結手段を有する矩形状（或いは、三角形状）のベースプレートの
上に専用のデッキ材を固定してなるもの（デッキ材ユニット）を、設置対象面（例えば、
ベランダの床面等）上において縦横に連結することによって、所望の外観形状乃至は機能
を有する床面を簡単に構築することができる「簡易敷設型デッキ構造体」というものが知
られている。
【特許文献１】特開２００７－２９１６０３号公報
【特許文献２】特開２００７－１２６９１７号公報
【特許文献３】特開２００６－３０５９８１号公報
【特許文献４】特開２００６－１９２７４１号公報
【特許文献５】特開２００６－１７７０３６号公報
【特許文献６】特開２００６－０６３７４７号公報
【特許文献７】実用新案登録第３０５０９２０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　簡易敷設型デッキ構造体を配設した場合、その縁部では、設置対象面とデッキ材天端面
との間に、デッキ構造体の高さ寸法分の段差が生じることになる。このような段差は、す
べての縁部が壁面やパラペット等に沿うような形でデッキ構造体が配置されている場合に
は問題とならないが、縁部が開放されている場合、デッキ材の断面形状や、ベースプレー
トが外側へ露呈し、見栄えが悪くなるという問題があり、また、下肢の不自由な者等にと
っては、歩行上の障害となり、危険である。
【０００４】
　本発明は、上記のような問題を解決すべくなされたものであって、容易に、かつ、安価
に製造することができ、また、簡単な作業のみで簡易敷設型デッキ構造体に対ししっかり
と取り付けることができる汎用性の高い框材を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の請求項１に記載の框材は、簡易敷設型デッキ構造体に適用されるものであって
、直角三角形を基本形状とする断面形状を呈し、傾斜部と、底部と、当該底部とは異なる
幅寸法に設定された側部とによって構成され、内部に中空部が形成され、底部、及び、側
部には、長手方向に延在する蟻溝がそれぞれ形成され、中空部には、隣接配置される框材
同士を連結するためのジョイントを挿入し、保持するための嵌合部が形成され、框材同士
の連結に、前記ジョイントとして、断面形状が略正方形となるジョイントが用いられる場
合に、前記嵌合部が、当該ジョイントの胴部の三つ以上の角、或いは、三つ以上の側面を
しっかりと保持できるような構造、又は、保持されるジョイントの胴部の角と側面の合計
が三つ以上となる構造になっていることを特徴としている。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の框材は、底部と側部の幅が異なる寸法に設定されており、かつ、底部と側部の
いずれにも、簡易敷設型デッキ構造体の連結用突起等を係合させることができる蟻溝が形
成されているため、設置後の高さ寸法が異なる２種類の簡易敷設型デッキ構造体に対して
適用することができる。また、底部及び側部において長手方向に延在するように形成され
た蟻溝によって簡易敷設型デッキ構造体に取り付けることができるため、取付後において
框材が、上下方向或いは水平方向へ力が作用した場合であっても、位置がずれてしまった
り、外れてしまうというような事態を好適に回避することができる。
【００１０】
　また、中空部には、ジョイントを挿入し、保持するための嵌合部が形成されているため
、隣接配置される框材（通常のタイプだけでなく、入隅用或いは出隅用の框材も含む）同
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士を強固に、しかも、簡単に連結することができる。また、基本的に、断面形状が長手方
向について一定となるように構成できるため、押出成形によって簡単に、かつ、安価に製
造することができる。
【００１１】
　また、入隅用又は出隅用の框材同士の連結に、ジョイントとして、中央が９０°屈曲し
たＬ字型に成形されたコーナージョイントが用いられる場合に、入隅用又は出隅用の框材
の長手軸線周りに、９０°毎に異なる向きで挿入することができるように構成した場合、
側部を垂直に立て、底部が水平となるような向きで簡易敷設型デッキ構造体に取り付ける
場合であっても、また、底部を垂直に立て、側部が水平となるような向きで取り付ける場
合であっても、共通のコーナージョイントを使用することができ、汎用性が高い。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、添付図面に沿って本発明の実施形態について説明する。図１は、本発明に係る簡
易敷設型デッキ構造体用框材１の斜視図、図２は、その断面図である。この框材１は合成
樹脂製で、押出成形によって製造されている。従って、基本的には、長手方向と直交する
方向についての断面形状は一定である。
【００１３】
　図２に示されているように、框材１の断面形状は、不等辺直角三角形を基本とする形状
となっており、底部３、側部４、及び、傾斜部５によって構成され、内部には中空部２が
形成されている。より詳細には、この框材１を、底部３の基本線Ａが水平となるように設
置した場合、側部４の基本線Ｂは垂直となる。また、傾斜部５の基本線Ｃの傾斜角度は３
７°となる。
【００１４】
　この框材１においては、底部３と側部４とが、異なる幅寸法に設定されている。具体的
には、底部３の幅寸法（図２における横幅寸法）は５ｃｍ、側部４の幅寸法（図２におけ
る高さ寸法）は４ｃｍに設定されている。従って、この框材１は、設置後の高さ寸法が４
ｃｍとなる簡易敷設型デッキ構造体に対して適用できるだけでなく、底部３と側部４の向
きを入れ替えることにより、つまり、図２に示した状態から時計回り方向へ９０°回転さ
せて、側部４が水平に、底部３が垂直となるような向きで使用することにより、設置後の
高さ寸法が５ｃｍとなる簡易敷設型デッキ構造体に対しても適用することができる。
【００１５】
　簡易敷設型デッキ構造体に対する框材１の取り付けは、側部４において、框材１の全長
に亘り長手方向へ延在するように形成されている蟻溝９、或いは、底部３において、框材
１の全長に亘り長手方向へ延在するように形成されている蟻溝８のいずれかを利用して行
う。より具体的には、設置後の高さ寸法が４ｃｍとなる簡易敷設型デッキ構造体に取り付
ける際は、図３に示すように、簡易敷設型デッキ構造体を構築するためのデッキ材ユニッ
ト１０（ベースプレートの上に専用のデッキ材を固定してなるもの）の周縁部に形成され
ている連結用突起１１を、框材１の側部４に形成されている蟻溝９に係合させる。
【００１６】
　また、設置後の高さ寸法が５ｃｍとなる簡易敷設型デッキ構造体に取り付ける際は、框
材１を、図２に示した状態から時計回り方向へ９０°回転させて底部３を垂直に立て、デ
ッキ材ユニット１０の連結用突起１１を、框材１の底部５に形成されている蟻溝８に係合
させる。尚、この連結用突起１１は、本来は、簡易敷設型デッキ構造体を構築する際に、
隣接するデッキ材ユニット１０同士を縦横に連結するための手段として使用されるもので
ある。本実施形態においては、これを、「框材の取り付け」という目的のために流用して
いる。
【００１７】
　框材１の取付作業は、まず、框材１の一方の端部において、蟻溝９（又は、蟻溝８）の
位置をデッキ材ユニット１０の連結用突起１１の位置に合わせ、その状態から、框材１を
水平方向（框材１の長手方向）へスライドさせていく、という方法によって行う。このよ
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うな簡単な作業によって、図４（框材１が取り付けられた状態のデッキ材ユニット１０の
斜視図）に示すように、設置対象面とデッキ材ユニット１０の天端面との段差を緩和し、
かつ、ベースプレートの周縁に形成されている連結用突起１１やデッキ材の断面等を好適
にマスクすることにより、外観を改善することができる。
【００１８】
　図５は、図１に示した框材１の一部を加工してなる入隅用の框材２１の斜視図である。
より詳細には、一方の端部において、側部４とは反対側の角部２１ａ（図５において一点
鎖線で示す、一つの直角と、４５°の二つの角とからなる直角二等辺三角形の部分）が、
切断され、除去された形となっている。
【００１９】
　この入隅用の框材２１は、図５に示した形のものとは対称的な形状の（つまり、反対側
の端部において同様の加工が施された）もう一つの入隅用の框材と組み合わせて用いるこ
とにより、簡易敷設型デッキ構造体の入隅部分に対して適用することができる。
【００２０】
　図６は、図１に示した框材１の一部を加工してなる出隅用の框材３１の斜視図である。
より詳細には、一方の端部において、側部４側の角部３１ａ（図６において一点鎖線で示
す、一つの直角と、それぞれ４５°となる二つの角とからなる直角二等辺三角形の部分）
が、切断され、除去された形となっている。
【００２１】
　この出隅用の框材３１は、図６に示した形のものとは対称的な形状の（つまり、反対側
の端部において同様の加工が施された）もう一つの出隅用の框材と組み合わせて用いるこ
とにより、簡易敷設型デッキ構造体の出隅部分に対して適用することができる。
【００２２】
　図７は、図５に示した入隅用の框材２１、及び、図６に示した出隅用の框材３１と組み
合わせて用いられるコーナージョイント７の斜視図である。図示されているように、この
コーナージョイント７は、中央が９０°屈曲したＬ字型をしており、各部位は、断面の輪
郭形状が略正方形となるような構成となっている。
【００２３】
　一方、框材１，２１，３１の中空部２には、図７のコーナージョイント７を嵌合、保持
させるための嵌合部６が形成されている（図２参照）。この嵌合部６は、断面が略正方形
のコーナージョイント７の挿入を許容するような相補的な形状で、かつ、コーナージョイ
ント７の胴部の三つ以上の角、或いは、三つ以上の側面をしっかりと保持できるような構
造、又は、保持されるコーナージョイント７の胴部の角と側面の合計が三つ以上となる構
造になっている。
【００２４】
　図７のコーナージョイント７は、上述の通り、断面が略正方形で、框材１の嵌合部６も
、これに見合った相補的な形状となっているため、コーナージョイント７を嵌合部６内へ
挿入する場合、框材２１，３１の長手軸線周りに、９０°毎に異なる向きで挿入すること
ができる。つまり、コーナージョイント７の一端を框材１内に挿入する場合、他端が上向
きとなるようにも、左向きとなるようにも、下向きとなるようにも、また、右向きとなる
ようにも取り付けることができる。
【００２５】
　尚、コーナージョイント７は合成樹脂によって形成されており、図７に示されているよ
うに、その胴部には、緩やかな曲率の膨出部７ａが複数形成されている。これらの膨出部
７ａは、弾性変形することによって、コーナージョイント７と框材１，２１，３１の嵌合
部６との間に生じる摩擦抵抗を増大させることができ、その結果、装着後におけるコーナ
ージョイント７の脱落を防止でき、框材１，２１，３１に対してコーナージョイント７を
しっかりと保持させることができるようになっている。
【００２６】
　ここで、図７に示したコーナージョイント７を用いて、簡易敷設型デッキ構造体の入隅
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部分に対して入隅用の框材２１（図５参照）を取り付ける方法について簡単に説明する。
まず、図８（１）に示すように、一方の入隅用の框材２１の加工側端部（図５に示した角
部２１ａが切断除去された方の端部）の嵌合部内にコーナージョイント７の一方側を奥ま
で（屈曲部の中央まで）挿入し、その状態で、蟻溝９の位置をデッキ材ユニット１０の連
結用突起１１の位置に合わせ、框材２１を水平方向（当該框材２１の長手方向、図８（１
）に示す矢印の方向）へスライドさせていく。
【００２７】
　次に、図８（２）に示すように、コーナージョイント７の残りの部分（屈曲部から先の
部分）に対し、もう一つの対称的な形状の框材２１を装着する。そして、その框材２１の
蟻溝９に、他のデッキ材ユニット１０の連結用突起１１を係合させ、そのデッキ材ユニッ
ト１０を水平方向（当該框材２１の長手方向、図８（３）に示す矢印の方向）へスライド
させていく。このような手順を実行することにより、図８（４）に示すように、複数のデ
ッキ材ユニット１０を連結することによって構成された簡易敷設型デッキ構造体の入隅部
分に、框材２１，２１を装着することができる。
【００２８】
　次に、図７に示したコーナージョイント７を用いて、簡易敷設型デッキ構造体の出隅部
分に対して出隅用の框材３１（図６参照）を取り付ける方法について簡単に説明する。ま
ず、図９（１）に示すように、一方の出隅用の框材３１の加工側端部（図６に示した角部
３１ａが切断除去された方の端部）の嵌合部内にコーナージョイント７の一方側を奥まで
（屈曲部の中央まで）挿入し、その状態で、蟻溝９の位置をデッキ材ユニット１０の連結
用突起１１の位置に合わせ、框材３１を水平方向（当該框材３１の長手方向、図９（１）
に示す矢印の方向）へスライドさせ、図９（２）に示すような状態とする。
【００２９】
　次に、図９（３）に示すように、コーナージョイント７の残りの部分（屈曲部から先の
部分）に対し、もう一つの対称的な形状の框材３１を装着する。このとき、デッキ材ユニ
ット１０の連結用突起１１に当該框材３１の蟻溝９を係合させ、その框材３１を水平方向
（当該框材３１の長手方向、図９（３）に示す矢印の方向）へスライドさせていく。この
ような手順を実行することにより、図９（４）に示すように、デッキ材ユニット１０によ
る出隅部分に、框材３１を装着することができる。
【００３０】
　尚、図８及び図９においては、設置後の高さ寸法が４ｃｍとなる簡易敷設型デッキ構造
体に対して入隅用の框材２１及び出隅用の框材３１を取り付ける方法について説明したが
、上述の通り、図１、図２に示した框材１は、図２に示した状態から９０°回転させて、
底部３を垂直な状態とすることにより、設置後の高さ寸法が５ｃｍとなる簡易敷設型デッ
キ構造体に対しても適用することができるところ、入隅用の框材２１、及び、出隅用の框
材３１においても、全く同様に、底部３と側部４の位置を入れ替えて、底部３の蟻溝８に
デッキ材ユニット１０の連結用突起１１を係合させることにより、設置後の高さ寸法が５
ｃｍとなる簡易敷設型デッキ構造体の入隅部、及び、出隅部に対して取り付けることがで
き、その際、共通のコーナージョイント７を用いて連結することができる。
【００３１】
　このとき、突き合わされる二つの入隅用の框材２１、或いは、出隅用の框材３１の嵌合
部６の位置は、設置後の高さ寸法が４ｃｍとなる簡易敷設型デッキ構造体に対して取り付
けるべく側部４を垂直に立てた場合と、また、設置後の高さ寸法が５ｃｍとなる簡易敷設
型デッキ構造体に対して適用すべく底部３を垂直に立てた場合のいずれにおいても、一致
することになる。これは、本実施形態の框材１（２１，３１）において、図２に示す側部
４の端面から嵌合部６の内側面までの寸法（Ｘ方向についての寸法イ）と、底部３の端面
から嵌合部６の内側面までの寸法（Ｙ方向についての寸法イ）が同一となるように寸法設
定されているためである。
【００３２】
　従って、上述の通り、底部３と側部４の位置を適宜入れ替えることにより、設置後の高
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さ寸法が４ｃｍとなる簡易敷設型デッキ構造体に対しても、また、設置後の高さ寸法が５
ｃｍとなる簡易敷設型デッキ構造体に対しても、共通のコーナージョイント７を用いて連
結することができる。つまり、不等辺三角形の本体（框材１，２１，３１）の中に、Ｘ方
向についての寸法イ，ロ、及び、Ｙ方向についての寸法イ，ロが共通の四角形Ｚ（正方形
）を挿入できる嵌合部６を形成することにより（図２参照）、コーナージョイント７（図
７参照）が、あらゆる用途に（即ち、入隅用、出隅用、及び、Ｘ方向、Ｙ方向にも）、共
通品（１タイプ）で機能を満足させることができる。
【００３３】
　尚、框材１，２１，３１にそれぞれ形成されている蟻溝８，９のうち、デッキ材ユニッ
ト１０との係合に使用されない方の蟻溝（つまり、設置後の高さ寸法が４ｃｍとなる簡易
敷設型デッキ構造体に取り付けられる場合における底部３の蟻溝８、又は、設置後の高さ
寸法が５ｃｍとなる簡易敷設型デッキ構造体に取り付けられる場合における側部４の蟻溝
９）は、設置対象面に近接した位置に配置されることになるため、框材１，２１，３１と
設置対象面との間おける排水性及び通気性の向上に寄与する。
【００３４】
　また、本実施形態においては、框材１，２１，３１の嵌合部６の形状が、断面形状が略
正方形のコーナージョイント７の挿入を許容できるような形状となっているが、必ずしも
かかる形状には限定されず、コーナージョイント７を９０°毎に異なる角度で挿入でき、
かつ、しっかりと保持することができるような形状であれば、どのようなものでもよい。
例えば、コーナージョイント７の断面形状を、八角形、或いは、９０°毎にキー溝（或い
は突条）を形成した円形とし、嵌合部６の形状をそれに見合った相補的な形状としても良
い。
【００３５】
　更に、図７に示すように、コーナージョイント７にネジ止め用の係止孔７ｂを形成する
とともに、框材１，２１，３１には、コーナージョイント７の挿入時における対応位置に
、図２に示すような凹部１２（或いは貫通孔）を形成しておけば、コーナージョイント７
の挿入後に、凹部１２からコーナージョイント７の係止孔７ｂ内へ向かってネジを差し込
むことにより、框材１，２１，３１とコーナージョイント７とを、より強固に、確実に連
結することができる。
【００３６】
　また、本実施形態の框材１（２１，３１）おいては、底部３の幅寸法は５ｃｍ、側部４
の幅寸法は４ｃｍに設定されているが、この寸法に限定されるものではなく、適宜変更す
ることができる。
【００３７】
　尚、本実施形態においては、入隅用の框材２１の連結、或いは、出隅用の框材３１の連
結に用いられるジョイントとして、コーナージョイント７のみを例示したが、屈曲部を有
しない直状のＩ字型ジョイントを用いて、隣接配置される通常の框材１同士を連結させる
こともできる。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明に係る簡易敷設型デッキ構造体用框材１の斜視図。
【図２】図１に示した框材１の断面図。
【図３】デッキ材ユニット１０の連結用突起１１と、框材１の蟻溝９の係合状態示す側面
図。
【図４】框材１が取り付けられた状態のデッキ材ユニット１０の斜視図。
【図５】図１に示した框材１の一部を加工してなる入隅用の框材２１の斜視図。
【図６】図１に示した框材１の一部を加工してなる出隅用の框材３１の斜視図。
【図７】図５の框材２１等と組み合わせて用いられるコーナージョイント７の斜視図。
【図８】簡易敷設型デッキ構造体の入隅部分に対して図５の入隅用の框材２１を取り付け
る方法についての説明図。
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【図９】簡易敷設型デッキ構造体の出隅部分に対して図６の出隅用の框材３１を取り付け
る方法についての説明図。
【符号の説明】
【００３９】
１，２１，３１：框材、
２：中空部、
３：底部、
４：側部、
５：傾斜部、
６：嵌合部、
７：コーナージョイント、
７ａ：膨出部、
８，９：蟻溝、
１０：デッキ材ユニット、
１１：連結用突起、
１２：凹部、
２１ａ，３１ａ：角部

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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